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国民健康保険料はどうして決まるの？
被保険者の皆さんから徴収する保険料は、その年に予測される医

療費等の総額から、①国からの補助金、②市からの繰入金、③被保

険者が医療機関で支払う自己負担金を差し引いた額が、保険料の総

額となります。

① 国からの補助金

② 市からの繰入金

③ 被保険者が医療機関で支払う

自己負担金

④ 予測される医療費全体から①

②③を引いた残りが保険料の

総額です。

各世帯の保険料は？

各世帯の保険料は、平成１６年度の保険料率により、世帯の収入や

人数に応じて計算します。

平成１６年度の保険料率

平成１６年度の保険料率は、平成１５年中所得が決定する６月に決ま

ります。下記の計算式にあてはめて試算してください。

なお、各世帯の保険料は保険料率が決まり次第算出され、６月中

旬に保険料通知書及び納付書を送付します。

医療給付費分保険料
●基準総所得とは、総所得金額等から基

礎控除３３万円を差し引いた金額です。

（※は平成１５年度の保険料率ですので参考です）

介護納付金分保険料
●４０歳から６４歳までの方（介護保険第２

号被保険者）のいる世帯のみ、医療給

付費分保険料と介護納付金分保険料の

合計額が国民健康保険料となります。

（※は平成１５年度の保険料率ですので参考です）

基準総所得とは

１ 給与収入のみの場合

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から基礎控除３３万円を

引いた額。

２ 年金収入のみの場合

「公的年金等収入金額の合計額」から「公的年金所得控除額」

を引き、基礎控除３３万円を引いた額。６５歳以上の人と、６５歳未満

の人（Ｈ１６．１．１現在）で「公的年金所得控除額」のランクがか

わりますのでご注意ください。

３ 事業収入のみの場合

確定申告書の「所得金額の合計額」から基礎控除３３万円を引い

た額。

◎
こ
の
よ
う
な
時
は
、
申
請
を
…

★
医
療
機
関
で
の
支
払
い
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

同
じ
人
が
、
同
じ
月
内
に
同
一
医
療
機
関
で
、
お
支
払
い

に
な
っ
た
金
額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
基
準
額
を
超
え
た

金
額
が
、
高
額
療
養
費
と
し
て
申
請
す
れ
ば
支
給
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
老
人
保
健
の
該
当
者
を
除
き
、
高
額
療
養

費
の
支
給
の
対
象
に
な
れ
ば
、
国
民
健
康
保
険
か
ら
通
知
さ

れ
ま
す
。

そ
の
場
合
、
通
知
書
と
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
領
収
書
、

国
民
健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
振
込
す
る
銀
行
の
口
座
名
を
持

参
の
う
え
、
市
役
所
１
階
の
国
民
健
康
保
険
の
窓
口
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

★
前
期
高
齢
者
（
老
人
保
健
に
該
当
す
る
ま
で
の
７０
歳
以
上

７５
歳
未
満
の
方
）

７０
歳
以
上
で
「
高
齢
受
給
者
証
」
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
外
来
（
個
人
単
位
）
の
限
度
額
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
自

己
負
担
限
度
額
を
適
用
後
、
世
帯
単
位
の
限
度
額
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

前
期
高
齢
者
の
方
は
、
１
ヶ
月
単
位
で
外
来
の
自
己
負
担

額
も
一
定
額
を
超
え
る
と
高
額
療
養
費
に
該
当
し
ま
す
。

高
額
療
養
費
に
該
当
さ
れ
る
世
帯
に
つ
い
て
は
、
３
〜
４

ヶ
月
後
に
国
民
健
康
保
険
か
ら
通
知
さ
れ
ま
す
の
で
、
医
療

機
関
か
ら
の
領
収
書
は
大
事
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。
領
収
書
が
な
い
場
合
は
、
高
額
療
養
費
の
支
給
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

★
老
人
保
健
法

医
療
受
給
者
の
該
当
の
方
は
国
民
健
康
保

険
と
手
続
き
が
異
な
り
ま
す
。

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
（
白
色
）
を
交
付
さ
れ
て
い

る
方
の
高
額
医
療
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、「
高
額
医
療
費
支

給
申
請
書
」（
黄
色
の
用
紙
）に
よ
り
一
度
申
請
す
れ
ば
、
以

後
の
申
請
は
不
要
で
す
。
申
請
後
、
領
収
書
な
ど
を
持
参
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
額
医
療
費
の
支
給
が
あ
る
方
は

市
か
ら
通
知
し
ま
す
。
老
人
保
健
該
当
の
方
の
高
額
医
療
費

の
支
給
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
医
療
助
成
グ
ル
ー

プ
（
課
）
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。
�
３
５
・
３
１
８
８

★
交
通
事
故
等
に

あ
わ
れ
た
と
き

交
通
事
故
や
け
ん
か
な

ど
で
、
他
人
か
ら
傷
害
を

受
け
た
場
合
は
、
届
出
す

る
こ
と
な
し
に
保
険
証
を

使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
を
利
用

す
る
場
合
は
、
必
ず
市
役

所
に
書
類
の
提
出
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

交
通
事
故
等
の
場
合
は
、

医
療
費
は
加
害
者
の
全
額

負
担
が
原
則
で
す
。
届
出

し
て
い
た
だ
く
と
、
国
民

健
康
保
険
を
利
用
し
て
い

た
だ
き
、
一
時
的
に
市
役

所
が
保
険
給
付
分
を
立

替
、
加
害
者
に
請
求
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

提
出
し
て
い
た
だ
く
書
類

・
事
故
証
明
書
（
警
察
署

が
発
行
）

・
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷

病
届

・
念
書
・
誓
約
書

加
害
者
か
ら
治
療
費
を

受
け
取
っ
た
り
、
示
談
を

す
ま
せ
た
り
す
る
と
国
保

が
使
え
な
く
な
り
ま
す
。

示
談
の
前
に
必
ず
国
保
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

お問い合わせ先

○加入・脱退・保険料について

資格・賦課チーム

（０７９８）３５－３１１７・３１１８

○高額な医療費・交通事故等について

給 付 チ ー ム （０７９８）３５－３１２０

○納付書・分納についてのお問い合わせ

収 納 チ ー ム （０７９８）３５－３１５６

収納対策チーム （０７９８）３５－３１５５

滞 納 整 理 ー ム （０７９８）３５－３０９１

★
口
座
振
替
が
便
利

保
険
料
の
納
付
に
口
座

振
替
を
利
用
す
る
と
納
め

忘
れ
が
な
く
大
変
便
利
で

す
。
手
続
き
は
、
被
保
険

者
証
、
通
帳
と
届
出
印
を

お
持
ち
の
う
え
口
座
が
あ

る
金
融
機
関
（
郵
便
局
を

含
む
）
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
。（
市
外
の
金
融
機
関
に

預
金
口
座
が
あ
る
人
は
、

国
保
収
納
グ
ル
ー
プ
窓
口
、

各
支
所
に
あ
る
本
市
の
口

座
振
替
依
頼
書
が
必
要
）

一
度
手
続
き
し
て
い
た
だ

く
と
毎
年
自
動
的
に
更
新

さ
れ
ま
す
。

★
平
成
十
五
年
度

の
納
期
は
終
わ
り

ま
し
た
。
納
め
忘

れ
の
方
は
至
急
に

納
付
を
…

何
ら
か
の
事
情
で
納
付

が
遅
れ
て
い
る
方
は
、
納

付
相
談
を
受
け
て
い
ま
す

の
で
、
ご
遠
慮
な
く
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

未
納
が
続
く
と
保
険
料
徴

収
員
が
お
宅
に
伺
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

①＋②＋③③平等割額②均等割額①所得割額

年間保険料
（最高限度５２万円）

＝
１世帯につき
２４，０００円※

＋
被保険者１人に
つき３１，８００円※

＋
前年中の
基準総所得×

８．２※
１００

金 額

①＋②②均等割額①所得割額

年間保険料
（最高限度７万円）

＝
介護保険第２号
被保険者１人に
つき９，０００円※

＋
前年中の
基準総所得×

１．１※
１００

金 額

限度額の計算

７２，３００円＋（医療費
－２４１，０００円）×１％

１３９，８００円＋（医療費
－４６６，０００円）×１％

３５，４００円

１ヶ月の自己負担限度額（対象
は保険給付対象分です）
上位所得者は、基礎控除後の総

所得金額が約６７０万円を超える世
帯で、所得の不明な方もこの区分
に該当しますので、できるだけ所
得の申告をしてください。

区 分

一 般 世 帯

上位所得者

住 民 税 非
課 税 世 帯

◆年度の途中で６５歳になり、介護保険第１号被保険者に移っても、年

度当初より、該当月数で保険料を計算していますので保険料の変更

はありません。

◆満６５歳以上の方の介護保険料については、介護保険課収納係（３５－

３１４８）までお問い合わせください。

平成１６年（２００４年）４月１０日 （２）

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/
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